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令 和 ２ 年 １ １ 月 教 育 委 員 会 定 例 会  議 事 録  
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令和２年１１月１１日（水） ９時３０分 

 

長崎県庁行政棟 教育委員会室 

 

池松教育長、廣田委員、浦川委員、小松委員、黒田委員、森委員 

 

島村政策監、林田教育次長、桑宮総務課長、松山県立学校改革推

進室長、吉田福利厚生室長、日高教育環境整備課長、上原教職員課

長、加藤義務教育課長、狩野高校教育課長、安永児童生徒支援課長、

宮﨑特別支援教育課長、立木生涯学習課長、草野学芸文化課長、松

﨑体育保健課長、山﨑高校教育課人事管理監 

 

（池松教育長） 

 定刻になりましたので、ただいまから１１月定例会を開会いたし

ます。なお、浦川委員が所用のため若干遅れる旨、御連絡をいただ

いておりますので、御了承をお願いします。 

 本日の議事録署名委員を私から指名させていただきます。議事録

署名委員は、黒田委員、森委員の両委員にお願いします。 

 次に、１０月定例会の議事録は、各委員に送付されておりますが、

承認してよろしいでしょうか。 

 

 「異議なし」と呼ぶ者あり 

 

（池松教育長） 

御異議ないようですから、前回の議事録は承認することといたし

ます。それでは御署名をお願いいたします。 

本日提案されている議題等のうち、第１４号議案及び報告事項

（７）から（９）につきましては、教育委員会の会議の非公開に関

する運用規程により、非公開として協議を行いたいと思いますが、

御異議ございませんか。 

 

「異議なし」と呼ぶ者あり 

 

（池松教育長） 

御異議ないようですので、そのように進めていきます。 

それでは、定例教育委員会の冊子１について審議いたします。 



 - 2 - 

第１３号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３号議案について、提案理由を説明願います。 

 

（桑宮総務課長） 

 それでは私の方から第１３号議案「教育委員会事務事業の点検・

評価等について」御説明申し上げます。資料としましては、資料１

から資料４、参考１、参考２でございます。 

まず点検・評価の流れについて、御説明いたします。参考１を御

覧いただきたいと思います。「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２６条」に基づき、教育委員会は、毎年、事務の管理及び

執行の状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を

作成し、これを議会に提出するとともに、公表することとされ、点

検・評価を行うにあたっては、教育に関し学識経験を有する者の知

見の活用を図ることとなっております。また、教育振興基本計画の

進捗管理につきましても、有識者の意見をいただきながら点検を行

い、効果的な教育行政の推進を図ることとしております。このため、

有識者で構成する「長崎県教育振興会議」を設置しており、今年度

は１０月１３日に開催いたしました。会議の委員につきましては参

考２に記載がありますが、１０名の委員のうち８名が会議に出席し

意見をいただいたところであります。本日は、教育振興会議での意

見を踏まえ、教育委員会が行う点検・評価の結果をとりまとめるこ

とに関し、御審議をお願いいたします。 

１点目の「第三期長崎県教育振興基本計画成果指標の達成状況」

につきまして、資料１を御覧いただきたいと思います。令和元年度

の目標に対する達成状況について掲載しております。表紙の裏面を

御覧ください。成果指標は６１項目ございます。そのうち、令和元

年度目標に対する達成状況として、達成率が１００％以上である「達

成」が２８項目（４６％）、９０％以上である「概ね達成」が１８

項目（２９％）、９０％未満である「未達成」が１４項目（２３％）、 

調査中が１項目（２％）となっております。未達成の項目につきま

しては、資料２に取組状況や未達成の要因分析、今後の取組を記載

しております。このうち、達成状況が特に低いものを、いくつか資

料に基づいて御報告させていただきます。 

資料２の８ページを御覧ください。「人的ミスによる食物アレル

ギー事案の発生件数」につきまして、目標値を達成できなかった要

因としましては、学校においては、各市町が作成している食物アレ

ルギー対応マニュアルに沿って対応を行っているところですが、保

護者や担任、児童生徒、調理場との確認が不十分であったことが原

因で発生しております。今後は、教職員を対象とした食物アレルギ
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ー対応研修会において、アレルギーについての理解と対応に対する

意識の向上を図るとともに、学校における事故発生防止のための重

点ポイントの確認、校内体制や危機管理体制の確認、配膳時の複数

確認や家庭との連携等の徹底に加え、児童生徒の発達段階に応じ自

ら判断できる力の育成や食物アレルギーに関する正しい理解を促す

こと等について啓発してまいります。 

次に９ページをお開きいただきたいと思います。「不登校児童生

徒数」について、目標値を達成できなかった要因としましては、各

学校において、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ーとの連携による不登校児童生徒の精神的負担や不安の軽減などに

努めているところでありますが、不登校の要因は様々で、友人関係

をめぐる問題や学業不振、家庭問題などが複雑に絡み合っているケ

ースも多く、解決に時間を要するため、不登校児童生徒数の減少に

至っていないこと、さらに「休むことも時には必要である」「そこ

まで無理して学校に行く必要はない」など保護者や子どもの登校に

関する考え方の変化が解決の難しさにもつながっているものと推測

されております。今後は、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーが講師となった研修会で教職員の資質向上及び学校の

対応力を高めるなど、不登校児童生徒数の減少に向けて取り組んで

まいります。 

続きまして、令和元年度教育委員会事務事業の点検・評価につい

て、資料３を御覧いただきたいと思います。これは令和元年度に教

育委員会が取り組んだ事業について検証したもので、本資料の表紙

の裏面に、評価を行った事業のうち、未達成であった１１事業①か

ら⑪を掲載しております。達成状況が低い事業を御説明したいと思

います。２ページを御覧ください。「県内開催の全国・九州大会等

の大会開催数」について、目標値を達成できなかった要因としまし

ては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となったもの

があったことなどを挙げております。全国・九州レベルの試合等を

多くの県民が観戦し、身近で感じることが、競技力の向上及び地域

スポーツ振興につながっていくことから、今後の感染状況に注視し

つつ、引き続き、県スポーツ協会等と連携を図りながら、各種大会

の誘致を進めていくこととしております。 

続きまして資料４を御覧いただきたいと思います。１０月１３日

に開催いたしました教育振興会議において、各委員からいただいた

御意見の概要です。主なご意見としましては、１ページの１番「ふ

るさと教育の推進」について、先生方に長崎県の経済面等を勉強す

る機会が必要であること、２ページの「ＩＣＴ教育の推進」につき
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ましては、先生方への研修は継続性が重要でありオンデマンド形式

でファイルを学校のフォルダに入れておくなど常に見られるような

状態にすることが必要であること、４ページの６「その他」では、

現役から退いて引退された方も社会に貢献しようとする方々はたく

さんおり、そういう方々の知恵を借りるということが一番大事なこ

と、長崎県として立派な県人を育てていくには県民全員が教師とい

ったお考えを持って起用していただきたいとの御意見がありまし

た。 

以上で、簡単ではございますが、教育委員会事務事業の点検・評

価等についての説明です。本日、委員の皆様にお諮りし、いただい

た御意見・御提案をもとに整理したいと考えております。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

（池松教育長） 

これより、第１３号議案について質疑討論を行います。御質問、御

意見はございませんか。 

 

（廣田委員） 

私は、この新型コロナウイルスの流行で、リモート授業について

気になっています。昨日の夜、東京の私大に行っている孫から電話

があり、３月から１回も大学の授業に出ていないということでした。

妹も１１月になって週１回だけ大学に行くようになったということ

で、遠隔授業を受ける状態が続いているみたいです。高等学校は、

東京も対面の授業みたいですが、そういう中で資料１の１ページ２

（３）の情報教育の推進のところに、指導できる教育の割合、ある

いは子どもの割合の両方とも達成状況に「×」がついています。よ

くわからなかったのが、このＩＣＴを活用して学習に取り組むこと

のできる子どもの割合の、例えば６９．７％というのは、どういう

基準値なのでしょうか。国の調査を基にしているのか、長崎県独自

の調査でやっているのか教えてください。 

 

（加藤義務教育課長） 

ＩＣＴを活用できる子どもの割合につきましては、県独自の調査

で実施しています。県内すべての小学５年生、６年生、そして、中

学校は１年生から３年生まで、この児童生徒に対して、アンケート

形式で、ＩＣＴ機器を活用して資料を集めたり、自分の考えやまと

めた内容を発表したりすることができますかという問いに対する回

答をもとに、このパーセンテージを出しております。４段階で回答
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をしておりまして、「できる」という回答、「どちらかといえばで

きる」という回答、この肯定的な回答のパーセンテージとしてここ

に記しているものになります。 

 

（池松教育長） 

基準値はどこから持ってきたんですか。 

 

（加藤義務教育課長） 

平成２５年度からこの調査は実施しておりまして、その時点にお

ける実態をそのまま数値にしております。 

 

（廣田委員） 

そうすると、１００％にしたいのが、５年も６年も経って、達成

率が６９．６％ということで全然達成できていません。だから、こ

れこそ本当に真剣にやらないといけないのではないかと思いまし

た。 

もう一つは、ＩＣＴを指導できる教員の割合も「×」です。しか

も、基準値よりも下回っています。これもまたよくわかりません。

全然進んでいないんではないかと思います。特にこのＩＣＴに関し

て長崎県は、首都から離れて遠い西の果てにあるので、きちんとし

た特色を出してＩＣＴだけはどこの県にも負けないくらいの目標を

持ってやらないと、今後、長崎県の教育の大きな位置を占めていく

このＩＣＴ教育をしっかりやっていかないといけないのではないか

と思っています。その辺はどうですか。 

 

（加藤義務教育課長） 

子どものＩＣＴ活用能力につきましては、平成２５年度から実施

をした中で、３年、４年の間に、１０ポイント以上向上してまいり

ました。ところが、この４年ほどの間は、約７割というところで、

横ばい状態が続いておりました。その間に、教員の指導力も確実に

向上しておりまして、また、市町における機器の整備も進んできた

のですが、なぜ横ばい状態が続いたのかということは、私どもはず

っと検討していたところです。そういった中で、感じていることは、

絶対的に子どもたちが触れる端末が十分ではなかったと考えている

ところです。今後、１人１台端末という形で学校教育が進んでまい

りますので、そういった中で、この数値をいかに伸ばしていくこと

ができるかということが一つ課題だと考えております。 

また、教員のＩＣＴ活用の指導力につきましては、全国調査に基
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づいた数値を記しています。全国平均と比較いたしますと、長崎県

の教員のＩＣＴ活用指導力は、全国と同程度という状況でございま

す。ただ、こちらにつきましても、今後、ＧＩＧＡスクールの実現

という課題がございますので、いかにしてこのＩＣＴ活用指導力を

高めていくことができるのかというのは課題であり、これに関しま

しては、多くの企業、また、民間の力もいただきながら、教員のＩ

ＣＴ活用指導力を高めていきたいと考えております。 

 

（廣田委員） 

一番大事なのは先生方のことです。先生方がきちっと情報機器に

本当に慣れて、しっかり子どもたちに指導できる体制をつくってい

かないといけないと思います。私も退職してから現役のときよりも

ましになったと思うぐらいに、努力はしました。しかし、頻繁にパ

ソコンに触れて、そして、いろいろなソフトを試してみながら、自

分の技術を磨いていかないと、すぐ忘れてしまいます。年を取って

いるせいもありますが。慣れ親しませて、しかも、教員自身がちゃ

んと指導できるというところまで、自分の教科を教えながらやって

いかないといけません。一般の先生方は、自分の教科のことを一生

懸命やっていて、それはそれで非常にいいんですが、そういう技術

も努力をしていかないといけない。そういうときに、学校の中に、

例えば、高等学校の場合は情報教育の先生がいると思いますが、そ

ういう先生方の力量や、あるいは県でいえば、教育センターにいる

一流の指導ができる教員がちゃんと知っているのかどうか。長崎県

の情報教育の質みたいなところは、どうですか。 

 

（加藤義務教育課長） 

長崎県の取組といたしましては、平成２５年度から２７年度にか

けまして、県内１２のモデル校をつくり、１人１台端末の研究を進

めていたという実績がございます。ＩＣＴ活用を進めるためには、

授業力のある先生方とＩＣＴに堪能な先生方が知恵を絞り合いなが

ら、いかに効果的な子どもたちのための授業をつくっていくかが課

題であり、その３年間で一定の成果を上げてきたものと思っており

ます。県内にその研究を進めたメンバーが多くおりますので、そう

いう人材の力を使っていくということは、今後非常に重要なことか

と考えております。 

もう１点につきましては、ＩＣＴを担当する教員だけではなく、

例えば、国語、数学、理科、そういう教科の指導をする指導主事も、

ＩＣＴの力を高めていく必要があると考えております。本年度中に、
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教育センターや本庁の指導主事、市町の指導主事につきましても、

民間の研修を受けて、学校によりよい形でＩＣＴ活用の指導ができ

るよう進めていきたいと考えているところです。 

 

（廣田委員） 

この情報教育を進めるためには、教育センターの指導主事や県教

委の指導主事が、ＩＣＴに関して教科を超えて本当に専門的に指導

できるかという点にかかってくると思います。そういう特殊な位置

につかれた先生は、本格的に民間との交流や、情報教育という名前

なのかよくわかりませんがそのポストをつくるとか、教育センター

の中でもそれを専門にやって学校にもどんどん出て行くような、特

に民間との交流をしながら、ＳＥという形も前回出てきましたが、

そういう方の協力を仰ぎながら研修をやっていかないと、長崎県の

教育にとっては、ここは非常に大きい部分だと思いますので、しっ

かり取り組んでいただければと思います。 

 

（黒田委員） 

関連ですが、今回のコロナによってＩＣＴ教育が喫緊の課題であ

ることの肩を押されたわけです。そして同時に５Ｇの時代というこ

とで、社会が大きくこのＩＣＴを取り入れる時代になっております

から、特に、このＩＣＴ教育については、長崎県は先進県でなくて

はいけないと思っています。その理由は、どこも一緒でしょうが、

生徒数がどんどん減少していて、また、長崎県は離島が非常に多い。

だから、ＩＣＴを利用した教育をいかにそこに取り入れるかという

ことは、まさに他県よりも、長崎県に学べというぐらいの高い目標

を持って、他県の事例を平均並みにいくのではなく、長崎県が先導

するような形の目標を掲げないとだめだと思っております。よろし

くお願いいたします。 

 

（小松委員） 

最初の表紙をめくったところの、「達成」や「未達成」という語

句ですが、１年前や２年前との比較ができないので、皆さん方がど

う頑張っていただいたのかがよくわからないので、今後、表のつく

り方で過去との比較ができるようなものにしていただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

それから英語教育の中学校卒業時に英検３級程度以上の英語力を

持つ生徒の割合のところです。一番下に対策が書いてありますが、

まさに、中学校の英語科教員に焦点を当てた取組を展開していて、
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ここを上げるということが書いてありますが、これに尽きると思い

ます。生徒に頑張れと言うよりも先生方が英語に慣れ親しんで、あ

の先生は常に英語をやっているということであれば、生徒たちも自

然と慣れ親しんでくると思います。先生たちの英語力向上というこ

とで、力強くやっていただきたいと思います。 

次に食物アレルギーです。事件が発生して非常に残念ですが、チ

ェックリストか何かなかったんですか。生徒に出す途中段階でチェ

ックリストがあれば、簡単に、思い違いなどをなくせると思います

ので、少し調べていただければありがたいと思います。 

それから９ページです。不登校の生徒数について、これも未達成

で非常に残念ですが、スクールカウンセラーの配置は一定全部でき

ているわけですよね。それにもかかわらず成果が上がっていないと

いうことになると、手段と成果のアンマッチが起こっているという

ことなので、本当にこれでいいのかどうか、根本に返って、スクー

ルカウンセラーの方々に意見等を聞きながら、どこまでやれるかと

いうことをもう一回論議していただければと思いました。 

あと一つ残念なのは、次の１０ページの教職員の超過勤務です。

１年目だからなかなか達成できないというところはあるかと思いま

すが、せっかくいろいろ論議して負担軽減のいろいろな制度を作っ

たにもかかわらず、未達成です。こういう残業というのは、だらだ

らと習慣のごとく残ってやってしまうところがありますので、せっ

かく制度をつくったわけですから、本来であれば何％減るはずで、

どうすれば減るんだというところまでしっかりとやっていただきた

いという感想です。 

 

（松﨑体育保健課長） 

食物アレルギーの件です。委員からは、防ぐ方法があったのでは

ないかという趣旨だったかと思います。食物アレルギーを有する児

童生徒への対応ですが、その症状によっては命の危機につながるも

のでありますので、学校給食の提供に当たっては、当該児童生徒の

実態を十分に把握して、適切な対応をしているところです。具体的

には、市町教育委員会が対応指針をつくりまして、それに則って各

学校が対応していくことになります。学校は、食物アレルギーを有

する児童生徒を調査し、そこで把握をいたします。次に、学校内に

食物アレルギー対策委員会があり、学校医などの専門家の意見を聞

きながら、学校長、担任、養護教諭、栄養教諭でその対応を検討い

たします。そして、実践に移していくということになります。その

実践というのは、例えば、該当の児童生徒、そして保護者も交えて、
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学校の担当教員で話し合いを行い、給食を除去食にするのか、それ

とも、対応食にするのか、弁当を持参するのか、そういう実践をし

ていくサイクルで行っております。昨年の数ですが、アレルギーの

事案が１１件発生しております。そのうち７件は、今、申しました

手順を踏んだものでありまして、いわゆる学校が把握をしていた事

案です。残りの４件については初発というケースや、アレルギーの

把握はしていましたが、除去食を食べさせて、除去はしていたがア

レルギーが出てしまったという事案でございました。学校が把握し

ていた７件の内訳としては、６件が給食の配膳時の確認不足でござ

いました。具体的には、アレルギー対応食が提供されていましたが、

児童生徒がおかわりをした際に、気付くことができず、おかわりを

させてしまったことや、給食にアレルゲンが含まれていることを学

校も保護者も把握していたが、当日、担任の確認不足であったこと

が６件発生しています。残りの１件は、栄養教諭の確認不足で、ア

レルギーの原因となるものを除去していなかったというものでござ

いました。幸い、大きな事故には至っておりませんが、あってはな

らないことだと考えております。本課では、すべての学校にアレル

ギーシステムの導入を目指しているところです。そのシステムでは

複数チェックをかける仕組みになっておりますが、そのシステムの

みならず、やはり教職員一人一人がそういう児童生徒の命を守ると

いう自覚を持って対応するように促したいと考えております。我々

も、そういう事案やヒヤリハット事例も報告をいただいており、そ

れをすべての学校にフィードバックして対応しているところです。

一方で、児童生徒に対しても、自分が、給食だけではなくて、それ

以外の食事においても、何を食べたらいけないのかということまで

十分理解させる必要があるかと思いますので、それらも教職員の研

修を通して周知徹底していきたいと思っています。 

 

（池松教育長） 

チェックするリストは各学校で整備しているのかというお尋ねも

ありましたが、そのチェックリストがあるにもかかわらず見逃した

ということなんですか。 

 

（松﨑体育保健課長） 

学校独自で、先ほど申しました対応マニュアルに沿ってやってお

りますが、見逃したということになります。 
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（池松教育長） 

義務教育課長、先ほど英語教育、遠隔授業、働き方改革の話があ

りましたが、まとめてお願いします。 

 

（加藤義務教育課長） 

中学校卒業時に英検３級以上の英語力を持つ生徒の割合につきま

しては、５年前からすると１０％ほど向上してきておりますが、な

かなか目標には届いていないという状況がございます。今後の課題

といたしましては、中学校の英語教育が高度化し、来年度から新し

い学習指導要領になります。いかにして中学校英語科の先生方を支

援できるか、支援していく中で、英語の指導力を高めて、そして、

子どもたちに還元していくことができるか、今後さらに取組を進め

ていきたいと考えているところです。 

働き方改革につきましては、基準年の平成２９年度が７．３％で

ございました。これが８０時間超えの教職員でございます。これが、

昨年度３．９％で、それぞれの努力の中で着実に減少はしてきてお

りますが、ここの目標値には届かなかったという状況です。ただし、

市町教育委員会と確認をし、また、校長会、教頭会等との連携をし

ながら、令和３年度のできるだけ早い時期に、これを０％に持って

いきたいということで、さまざまな取組を現在進めているところで

ございます。 

 

（池松教育長） 

ＩＣＴ教育で、小中学校では１人１台配備されることになります。

市町との連携状況はどういう感じですか。 

 

（加藤義務教育課長） 

ＩＣＴ教育におきまして、ＧＩＧＡスクール構想の中で、１人１

台端末が導入されることになります。現在、市町担当者と一緒に推

進協議会を立ち上げております。この推進協議会を通しまして、そ

れぞれの市町の課題を共有しながら、今後、先生方の研修等の支援

を進めていきたいと思っております。研修におきましては、それぞ

れに市町の役割があり、県の役割、それぞれの役割を確認しながら、

先生方の研修をいかにしてサポートしていくことができるかという

ことで、現在取り組んでいるところでございます。 

 

（池松教育長） 

安永課長、９ページのスクールカウンセラーが活用されていない
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のではないかという御指摘でしたが、不登校との関係をお願いしま

す。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

不登校児童生徒数の実績値が令和元年度２，１６３名、これに関

連する事業として、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカー活用事業が有効に機能していないのではないかという御質問

だと思います。実態として、現在、スクールカウンセラーを小、中、

高、特別支援学校３００校に配置しており目標値に到達しておりま

す。スクールソーシャルワーカーにつきましても、１９市町３１県

立学校５０カ所に配置し、教育相談体制を充実しているところです。

先月も本会で報告させていただきましたが、不登校については、い

ろいろな要因が複雑に重層的に絡み合い、改善に時間を要するとい

うこともありまして、完全に事業等の成果が見えていないというの

が現状です。不登校に限らず、生徒指導全般については、まずは学

校の教員が生徒指導能力を磨きながら子どもたちと接していく、そ

の中で未然防止、早期発見、早期対応に努めるということと、家庭

の教育力や、特に不登校については、スクールカウンセラーやスク

ールソーシャルワーカーだけでなく、いろいろな本課が持つ事業を

総合的に展開しながら、今後も少しでも不登校の生徒を減らす、こ

れ以上生まないような取組に努めていきたいと考えております。 

 

（黒田委員） 

関連でお尋ねですが、不登校の生徒が将来的に引きこもるという

関連性のデータはつかんでいますか。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

それに特化したデータはつかんでおりません。 

 

（黒田委員） 

そこのデータは取らなくていいんでしょうか。どうなんでしょう。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

不登校についてはいろいろな考え方がありますが、一つの考え方

としまして、不登校に陥った児童生徒及び保護者を支援という形で

追い込まないということも、一つの対応の視点として持っておかな

ければいけないということを考えた上で、不登校と引きこもりの関

係をクローズアップすることによって、そういう思いを少し抱いて
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しまうのではないか。我々としては、不登校イコール引きこもりで

はないという考え方を持って対応していきたいと考えているところ

です。 

 

（黒田委員） 

教育委員会の所管を離れるのかもしれませんが、できれば実際は

どうなのかという現実を、関連機関とデータ共有するということも

必要かもしれませんね。 

 

（小松委員） 

不登校の問題ですが、子どもにとって学校を友だちと一緒に過ご

していけたかどうかということは、あとの人生に相当影響を及ぼす

と思います。それからの人生がうまくいくためには、ここが本当の

肝だと思います。スクールカウンセラーを配置しても、そのスクー

ルカウンセラーにお任せというわけにはいかないと私は思っていま

す。家庭とのコミュニケーションも必要ですし、受け入れる先生や

仲間の生徒、こういう方々が同じような気持ちで、不登校になりそ

うな人たちに対してどれだけの思いやりをもっていくのか、そうい

う思いでやっていかないと、これはもう学校という社会の問題だと

思いますので、優秀な人たちをどんどん伸ばす、英語力等を伸ばす

というのもいいですが、落ちこぼれていく人たちをどうやって救っ

ていくかというのも、子どもたちの社会勉強だと思います。ぜひと

も、スクールカウンセラーの方々をよく活かしながら、ただ、その

人たちにお任せするのではなくて、学校、生徒全体として、どうや

って、そういう方々を引き入れていくかという気持ちでやっていた

だければと感じる次第です。最近、夜間中学をつくったらどうかと

いうことも言われていますが、それとの関係かもわかりませんが、

本来的に、夜間中学で救うという問題ではなくて、本当に自分たち

の同級生と一緒に学校生活を送れたかどうかが、人生の大きな出発

点になると思いますので、ぜひともここは力を入れてやっていただ

きたいと思います。 

 

（廣田委員） 

関連で２点あります。一つは、先ほどのアレルギーの問題です。

資料１と資料３の同じ令和元年度分ですが、資料１ではアレルギー

の実績値が７件になっていて、資料３では基準値が７件になってい

て実績値が１１件と増えています。この数値はどう見たらいいので

しょうか。 
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（松﨑体育保健課長） 

小松委員の質問でもお答えしましたが、１１件は初発も含んでお

りまして、初発を含まないものが７件ということです。この数字に

ついて、我々としては、初発を除くという方向性で整理をしていま

したが、資料に対応できなかったこちらのミスでございます。申し

訳ございません。 

 

（池松教育長） 

資料１の２ページの７件は人的ミスという整理で、１１件は初発

だから誰もわからないけど純粋に出た件数という整理ですね。 

 

（廣田委員） 

この辺は統一した方がいいという感じがしました。 

もう一つは、松﨑課長の先ほどの答弁で、担任の確認不足という

発言がありました。小学校の先生は全教科を教えて、やることがた

くさんあります。そういう中で、このアレルギーというのは非常に

子どもたちの命に関わっていく、特に小学生の小さい子にとっては

命に関わる仕事で、こういうことは、例えば、学校の中に栄養職員

や養護教諭などがいるので、そういう人たちが責任を持ってやって、

担任は少し解放してあげないと、担任も注意しないといけないです

が、担任にばかり持たせていくと、どこか抜けていく感じがします。

ですから、こういうアレルギーに関して誰が責任を持つのか、最終

的には校長ですが、事務担当としての責任者を明確にしておくべき

ではないかと思います。 

 

（松﨑体育保健課長） 

数値については、今後整理をしていきたいと考えています。 

２点目の責任の明確化についてですが、委員御指摘のとおり、食

物アレルギー事案の発生は絶対にあってはならないことでありま

す。先ほど申しましたように、対応指針に沿って校長の管理のもと、

校長を中心にやっていくわけですが、実際こういう事案が発生して

いるという状況にあるというのは、我々も深く受けとめています。

先ほど少し申しましたように、事例やヒヤリハット事案のすべてを

報告いただいて、検証していただくようにしております。その中で、

どこに問題があったのかを学校にフィードバックしていただきたい

ということで、全部の学校にも通知をしているところです。担任の

負担軽減という視点でいけば、我々の方でアレルギーシステムの導
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入を促しているところですが、今、試験的にも活用するということ

で徐々にではありますが、全県下にも広がりつつありますので、負

担軽減という視点でも、そのアレルギーシステムの導入を進めてい

きたいと思っております。 

 

（廣田委員） 

アレルギーシステムは良いシステムだと、前回も説明を受けまし

た。栄養教諭というのは全部の学校に配置されていますか。注意が

必要な児童生徒は学校に何人もいるわけではないと思いますので、

そういう人たちがまず責任を持つ体制にして、目配りをするという

システムが作れないのかと思いましたが、その辺はどうですか。 

 

（松﨑体育保健課長） 

栄養教諭の配置については、栄養教諭もしくは栄養職員を、いわ

ゆる栄養を担当する職員ということで配置しております。先ほども

申しましたように、まずは校長が中心になって、アレルギー、健康

教育すべてを統括するということになります。その中で、栄養を担

当する職員が、当然、把握しなければいけませんので、そこは自覚

を持っていただきたいと思います。その中で、担任がどう関わって

いくかは、我々も研修の中でも話をしているところですが、再度、

徹底して自覚を促していきたいと考えております。 

 

（廣田委員） 

別件でいいですか。もう一つは、資料１の３ページです。小松委

員との関連で、不登校児童の生徒数が、基準値が１，７８８人で、

目標値を１，７２０人以下に設定しています。ところが実績値はも

のすごく上回って、２，１６３人です。これがこういう成果指標の

中では一番悪い例だと思います。減らしていかないといけないのは

事実ですが、目標値の設定が大き過ぎるのではないでしょうか。一

番悪い例な感じがします。不登校児童は減らさなければいけません

が、実態をよく見ていないのではないかという感じがします。その

辺はどうですか。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

不登校の児童生徒数については、基準年が平成２９年度ですが、

それ以前の傾向として、平成２４年度以降、平成２８年度までの５

年間は多少の増減がありましたが、ほぼ１，６００人台で推移して

いたという傾向がありました。そのときの発現率が１．３％という
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平均値があります。それをもとに、平成２９年時の実績値から目標

値を令和５年度に１，６００人以下としています。これは、無理し

て高みを目指すというものではなく、当時は実現可能であるという

目標設定のもと進めていたわけですが、現実としては、目標値と実

績値に大きく開きが出てきているという現状です。 

 

（池松教育長） 

全国の不登校児童生徒数の傾向のデータがありますか。長崎県だ

けが増えているわけではないと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

先ほど発現率１．３％という数を出しましたが、全国は平成２９

年度が１．５％、平成３０年度は１．７％、令和元年度が１．９％

と、この数に対する本県の割合というのは、下回っているという状

況です。 

 

（池松教育長） 

発現率で、全国でも増加傾向にあるということですね。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

 はい。 

 

（廣田委員） 

後で出てくると思いますが、全国の不登校児童生徒数の発表があ

りましたね。それで見る限り、長崎県がそんなに全国から飛び抜け

ているというわけではなく、むしろ、全国の方が厳しい状況にある

というのはわかっていますが、こういうものを設定するときに、例

えば、１，６００人以下というのは絶対できそうにないように思え

ます。そういう令和５年度の最終目標値で、そうしないといけない

けど、本当にできるのか、そういう目標を設定していていいのかと

思ったので質問しました。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

第三期教育振興基本計画は、令和元年度からスタートし、令和５

年度まで継続することになります。委員がおっしゃるとおり、現実

と目標値の開きは大きくなり、１，６００人以下というのは、到底

難しいのではないかという御指摘も危惧するところでありますの

で、今後、県の総合計画も含め、不登校を生まない取組は大切にし
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ながらも、不登校生徒がいかに学校内外の相談機関や専門機関に相

談したかという、そういう子どもたちの活動を少しでも多くして、

相談率を増やし、学校卒業後の支援を見据えて、取組を進めていき

たいと考えているところです。 

 

（森委員） 

アレルギー対応についても、不登校の問題についても、学校現場

はすごく丁寧に対応してくださっていると思っています。給食につ

いても、小学校で全学級に配食をするときに確認をしていくという

のは、実質困難で、担任の先生や生徒自身が知識をしっかり持って

対応する以外にはないのかと思います。そのミスがなくなるように

対応についても書かれていますので、継続して、頑張っていただき

たいと思います。 

不登校の問題については、学校側だけの取組ではなく、家庭、特

に保護者の意識というところも変えていかなければならないと思っ

ています。保護者が行かせないと判断して、学校に行かせていない

御家庭があることも、私も聞き及んでいますので、そういうところ

にどうアプローチをしていくのか、集団で学ぶことの必要性という

部分をどれだけ伝えていけるかというところも今後重要になってく

ると思います。オンライン授業等々が進んでいけば、学校に行かず

とも、勉強については学ぶことができるような感覚になられる方も

多くいらっしゃると思いますので、集団で生活をして経験をする部

分について、私たち保護者もしっかり認識をして、子どもに伝えて

いかなければならないと思います。 

 

（小松委員） 

アレルギーもそうですが、先生や給食の担当の方だけに任せると

いうことではなく、そのクラスの中で、この子はアレルギーがある

ということを理解しながら、みんなで助け合うという仕組みも必要

だと思います。思いつきですが、例えば、給食の配膳のお椀の色を

変えるとか、誰でもわかるようなことをしたほうがいいと思います。

これはゼロ件で当たり前です。本当にゼロにするためにはどうした

らいいかを現場の方々の意見も聞きながら、最終段階で絶対起こさ

ない仕組みをみんなで作ることを考えていただければと思っている

次第です。 

それから、不登校の人もそうだと思いますが、十把一絡げに網を

かけるのではなく、それぞれの生徒にいろいろな事情があるはずで

すので、その人ごとにどういう対応をとるかということまでさかの
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ぼっていかなければ、この問題はなかなかうまくいかないと思いま

す。そういう中で集団生活をみんなと一緒におくり、それをまたみ

んながサポートしてやるという相互の気持ちを高揚させるように、

ぜひとも、それぞれの生徒に対して、どういう対応をとるかという

計画書等も作っていただければと思います。おそらく作ってあると

思いますが。会社でも、問題にされる社員がいれば、その社員に対

してどういう対応をとるかということについて、職場、総務、勤労、

それから組合等で、どうやってサポートできるかというのは、それ

ぞれの対応策をとりながら、会社で盛り上がっていくことをやって

いますので、ここに視点を当てていただければ、何らかの効果が出

ると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（池松教育長） 

ほかにございませんか。様々な御意見が出ました。特に、不登校

について、たくさん御意見をいただきましたが、学校はそれぞれ担

当の先生なりがフォローアップをしていると思います。冒頭説明が

あったように、社会の考え方が若干変わってきて、文科省自身も、

不登校そのものを、対策という言葉自体もどうなのかという意見も

あります。居場所が学校以外にもあっていいんじゃないかという考

え方になっていますので、逆に、学校はその居場所を担当している

ＮＰＯなどとしっかり連携を持っていくことも、今後必要になって

くると思います。 

アレルギーについては、おっしゃるように、ゼロ件が当然の数字

ですけど、いわゆる人的ミスの部分がどこかで起こるというのが現

実としてありますので、特に、小中学校の給食の件数が多いと思い

ますので、市町村教育委員会ともここに連携するようなこともあり

ますし、ヒヤリハット事例をそれぞれが情報を共有するということ

も大事だと思いますので、よろしくお願いします。 

ＩＣＴ教育、それから、英語等々、今後の教育の方向性について

も御意見をいただきました。特に、１人１台端末がまさに今年度末

ぐらいから、小中学校の早いところでは出てくると思いますので、

先生の授業力、ＩＣＴを活用した授業力、それから、子どもたちの、

いわゆるＩＣＴ活用能力の向上ということも大きな目標になると思

います。今、走り出したところですから、黒田委員がおっしゃった

ように、日本一のＩＣＴ教育県になるように、市町とよく連携をと

って、取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは、質疑討論をとどめて採決をいたします。第１３号議案

は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 
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「異議なし」と呼ぶ者あり 

 

（池松教育長） 

御異議ないものと認めます。よって第１３号議案は原案のとおり

可決することに決定をされました。 

次に、協議に入ります。協議（１）について、協議内容の説明を

お願いします。 

 

（草野学芸文化課長） 

２ページ、協議事項（１）「長崎県文化財保存活用大綱（案）に

ついて」、御説明いたします。 

資料は、別冊でお配りしております、「長崎県文化財保存活用大

綱（案）」もあわせて御覧ください。 

本年５月の定例教育委員会で御協議いただいた「長崎県文化財保

存活用大綱（素案）」については、６月定例県議会に報告した後、

７月１日から１カ月間パブリックコメントを実施いたしました。今

回の大綱（案）は、県文化財保護審議会の各分野の専門家で構成す

る専門家部会からいただいた御意見や、県庁関係各課からの意見、

県民の皆様からいただいたパブリックコメントの御意見、御提言を

踏まえ、修正を加えたものです。 

素案に修正を加えた点を幾つか御説明いたします。まず、専門家

部会からの御意見では、記載してある文化財が、国指定の文化財な

のか、県指定の文化財なのか、一目でわかるように色分けして記載

してほしいとの意見があり、別冊の方を御覧いただければ、１５ペ

ージからは、国指定選定の文化財は赤色の文字、県指定の文化財は

青字、国登録文化財は緑色でお伝えするようにして、見やすくして

おります。 

別冊の５９ページを御覧ください。学校教育との連携についても

記載してほしいという意見に対しましては、５９ページの中ほど、

（４）活用のリード文の５行目から、「また、学校教育においても、

本県の伝統や文化について触れる機会を捉え、身近な地域に対する

理解を深め、郷土愛を醸成していく」という追記をいたしましたほ

かに、その主な取組についても、６０ページの６つ目の「○」にな

りますが、（５）情報発信のすぐ上の段落になりますが、そこに、

「ふるさと教育を通して、本県の伝統や文化、地域の歴史や自然を

学び、先人の業績等についても理解を深めることにより」云々と、

その取組内容についても追記をいたしました。 



 - 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質 疑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、県庁関係各課で構成をする幹事会からの意見として、政策

企画課からのＳＤＧｓの取組について追記をという意見に対しまし

ては、１４ページの上の段になりますが、持続可能な開発の項をつ

くり、そこに内容を記載しております。 

自然保護課から天然記念物についても追記してほしいという意見

に対しましては、５８ページの（３）保存継承のリード文の１１行

目に、「特に天然記念物については」云々と、そういう形で、主な

取組について記載しています。 

パブリックコメントについては、全体で９件の御意見をいただき

ました。意見の内容は、そこに記載してあるとおりです。既に盛り

込まれている項目で、今後の施策の進め方の参考になる御意見とし

て、新たに修正を加えるものは、ありませんでした。 

その他、７１ページ以降に、今回の案から、付属資料として、長

崎県の文化財一覧、長崎県の文化財分布図、長崎県歴史年表、長崎

県が刊行した文化財調査報告書の一覧等を掲載したほか、用語解説

を追記して、市町の文化財のバランスを勘案した写真を掲載し、わ

かりやすくしているところです。 

２ページの最後のところに、今後のスケジュールになりますが、

１１月定例県議会にこの案を説明して、御意見を伺った上で、最終

的には、１月定例教育委員会の議案として審査をさせていただきた

いと考えています。以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

 

（池松教育長） 

ただいまの説明に対して、御質問、御意見等ございませんか。 

 

（廣田委員） 

この大綱が送られてきたときには、読むのが大変だと思って、読

んでみたら、意外とすっと読めました。ただ、これを作った人は大

変だったなというのが、先ほど説明がありましたが、一覧から全部

載っています。ですから、担当された方は大変だったなという思い

がいたしました。 

感想を２点述べます。一つは、６ページの自然のところの地史と

地質で、ここの記述が、１４５０万年前、１５００万年前、６００

万年前ということだから、書かなくてもいいとも思いました。例え

ば、私たちの時代に起こった平成新山や島原大変肥後迷惑などもこ

こに書いておかなくていいのかなと思いました。平成新山の記述は、

後でたくさん出てくるので、私がそう思ったというだけです。 
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それから、もう一つは国連のＳＤＧｓです。この関連で、確かに

その記述はありますが、例えば、温暖化の影響で長崎県に絶滅を危

惧される品種があるとか、今後、その対応をとらないといけないな

ど、そういう温暖化の影響に対する対策として、そういうものをこ

こに残しておく必要はないのかと思いました。その辺はどうですか。 

 

（草野学芸文化課長） 

平成新山の記載について、６ページには記載しておりませんが、

３４ページになります。奈良尾のアコウの木の写真の下に、地質鉱

物というところがありますが、そこに、国の天然記念物ということ

で３つ紹介しておりまして、平成新山（島原市・雲仙市）は、「平

成２年１１月に噴火を開始し」、犠牲者が出て、溶岩ドームで、「活

動の生成から収束までが目撃された火山として指定を受けた」とい

うような形で、そこに追記をさせていただいております。 

それと、３２ページの天然記念物の、ツシマヤマネコの写真の上

の下から３行目のところに、「更に自然公園法や絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の保存に関する法律などにも配慮する必要があ

る」という書きぶりのところで、効果的な対策を日頃から講じてい

くこととしています。文化財としての天然記念物というのは、絶滅

危惧種の個体が少なくなったから指定するというわけではなく、個

体が少なくなったものの中で、特に学術上価値が高いものについて

は、天然記念物、そして、文化財として指定しております。レッド

ブックの絶滅危惧種の個体については、環境省、自然環境部から保

護の網をかけるという形で、保護して行くこととしています。 

 

（小松委員） 

全部は読みきれませんでしたが、本当によくまとめられていると

思って、感心したところです。こういうものがあるということを、

私自身も今まで知らなかったので、非常によくまとまった資料があ

るということをＰＲしていただきたいし、子どもたちのふるさと教

育として、自分の身の回りにこんな文化財があるということを認識

しているということは、またその活動にも大きな影響が出てくるか

と思いますので、そういうＰＲも含めてお願いしたいと思います。 

 

（池松教育長） 

ほかにございませんか。特にないようですので、事務局において

は、ただいま御指摘があったのは、ＰＲや周知啓発も含めて、正式

決定した後に対応していただくようお願いします。 
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続いて、報告事項に入ります。報告事項（１）について、説明を

お願いします。 

 

（桑宮総務課長） 

それでは、冊子１の３ページになります。報告事項（１）「予算

決算委員会（決算審査）の概要について」、御説明を申し上げます。 

令和元年度の決算審査に係る予算決算委員会が、資料に記載の日

程で行われ、決算全般に対する論議が行われました。 

総括質疑につきましては、２番に記載があります、地域コーディ

ネーターの配置状況や、コミュニティスクールの導入状況、それか

ら、性に関する教育についてのお尋ねに関連して、学校保健総合支

援事業の取組成果や、教職員への研修に関する質問をいただきまし

た。 

３番の予算決算委員会文教厚生分科会における質疑事項について

は、記載のとおりでありますが、その中で、いじめ不登校対策事業

に関し、スクールカウンセラー活用事業等の成果や、不登校児童生

徒数の増加の要因等についての質問があり、その対策について、ス

クールカウンセラーのさらなる配置など、施策の見直しを検討して

ほしいという御意見がありました。また、下から３つ目の、郷土学

習資料作成事業につきましては、１人１台端末が整備されることか

ら、電子化や動画を加えるなどの検討をしてはどうかという御意見

がありました。 

このほか、総括質疑及び分科会の概要につきましては、４ページ

以降に記載をしております。報告は以上です。 

 

（池松教育長） 

ただいまの報告について、御質問等はございませんか。 

特にないようであれば、続いて、報告事項（２）について、説明

をお願いします。 

 

（桑宮総務課長） 

冊子１の１０ページ、報告事項（２）「令和２年度普通会計定期

監査（前期）の結果に係る意見及び措置状況について」でございま

す。 

１０月の定例教育委員会において、令和２年度の前期普通会計監

査の結果及び措置状況について御説明をしていたところですが、 

１０月１３日付で、県監査事務局長から、令和２年度前期の普通会

計定期監査の結果に係る意見の関係部局に教育庁が含まれ、その措
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置状況について報告するよう通知がありましたので、御説明を申し

上げます。 

この意見と申しますのは、執行機関等に改善、検討などを促し、

また、注意を喚起することが必要と認められるものです。 

今回の意見の内容としましては、１０ページに記載のとおり、教

育環境整備課に対し、県立学校における物品の適正な管理について

でありまして、具体的には、老朽化して、長年使用していない高額

重要物品について、必要性の要否や処分等の検討を行うべきとの意

見を受けております。これに対し講じた措置としましては、管理す

る物品の使用状況等を確認し、使用見込みのない物品については、

物品めぐりあいシステムや、ＮＥＷＳポータルサイトを利用した学

校間の所管転換による有効活用や、計画的に処分方法の検討を行う

よう、県立学校宛て周知をしております。 

なお、今回の講じた措置につきましては、１０月定例教育委員会

で報告いたしました指摘事項等と同じく、１１月末までに県監査委

員宛て報告することとしております。説明は以上です。 

 

（池松教育長） 

ただいまの御報告に対して、御質問等はございませんか。 

ないようであれば、続いて、報告事項（３）について、御説明を

お願いします。 

 

（松山県立学校改革推進室長） 

資料は１１ページからとなります。報告事項（３）「令和３年度

公立高等学校進学希望状況調査（第２回）の結果について」、御報

告をさせていただきます。 

本調査につきましては、例年７月、１０月、１２月の年３回実施

しております。なお、今回の結果につきましては、去る１０月３０

日に公表をさせていただいたものでございます。 

調査対象者数、調査結果につきましては、記載のとおりでござい

ます。４ 調査結果（３）に課程別の希望倍率を載せておりますが、

全日制課程で０．０５ポイント、昨年の調査から減になっておりま

す。これは、少子化と本年度から私学の授業料実質無償化がスター

トしており、その影響ではないかと分析をしております。 

１２ページをお開きください。ここから詳細データを載せており

ます。希望倍率が高い学科、学校、普通科を載せております。１３

ページからが学校ごとのデータということになります。 

最後に、１６ページに、離島留学への進学希望数を載せておりま
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すが、前回、７月は総数で４４名でしたが、今回も４４名というこ

とで、変更はございません。 

次回、第３回を１２月１日で調査をするように、現在準備を進め

ているところでございます。御報告は以上でございます。 

 

（池松教育長） 

ただいまの報告について、御質問等ございませんか。 

 

（廣田委員） 

これを見てわかるように、定員不充足になりそうな学校がほとん

どです。気になったのは、今年度から選抜制度の改善で推薦制度を

廃止して、前期定員、後期定員という形にしましたが、例えば、猶

興館の場合には、１２０人定員で、８１人しか集まっていません。

しかも、前もらった資料では前期定員が６０人、後期定員が６０人

となっていたと思います。前期では８１人受けているからいいんで

すが、果たして後期定員６０人にしていて、集まるのかと思いまし

た。あの制度は、後期は不充足分という形にはできなかったのでし

ょうか。そういうことはできますか。その辺をお願いします。 

 

（狩野高校教育課長） 

新しい高校入試制度におきましては、前期選抜で、全募集定員の

５％から５０％の範囲内で各学校が定員を決めるということになっ

ております。今、委員おっしゃるとおり、猶興館高校は、１２０人

の普通科定員ですので、６０人になったということでございます。 

 

（廣田委員） 

それでいいんですが、後期をまた６０人とすると猶興館はいいん

でしょうけど、それ以外の例えば、前期の定員も充足できなかった

学校については、残りの不充足分という形にはできないんですか。

そういう制度にはなっていないんですか。 

 

（狩野高校教育課長） 

前期で不充足の分は後期でその分を補うようになっております。 

 

（廣田委員） 

なっているんですね。それならいいです。 

もう一つは、こういう状況なので、５０％という網掛けがいいの

かということです。４分の３ぐらいを前期定員で取ってしまって、
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後期を残りで埋めるということにしていかないと、公立高校の存続

ということを考えたら、私立に全部取られてしまうのではないかと

いう感じもします。その辺はどうですか。 

 

（狩野高校教育課長） 

前期選抜と後期選抜の選抜方法が違いますので、私が聞き及んで

いるところでは、前期選抜を受験せずに、後期選抜の５教科の学力

検査に絞っていく生徒も一定いるように聞いております。そのため、

猶興館高校は今、８１名希望者おりますが、前期選抜に何名受検し

てくるかというのは少し未知数なところもございます。初めてのこ

とですので、３、４年ぐらいかけて、いろいろ課題を整理しながら、

また改善をしてまいりたいと考えています。 

 

（池松教育長） 

ほかにございませんか。よろしいですか。 

特に御質問がなければ、続いて、報告事項（４）について、説明

をお願いします。 

 

（山﨑高校教育課人事管理監） 

資料の１８ページの報告事項（４）「令和３年度県立学校校長・

副校長及び教頭選考第１次試験の結果について」でございます。 

最初に、大変申しわけございませんが、資料の中の数値の訂正を

お願いいたします。 

１８ページの概要の２番、選考第１次試験結果、この表の中の教

頭の受験者６２名、そして、「（９）」で、これは女性の数を内数

であらわしておりますが、この「（９）」のところを、訂正をいた

します。「（１０）」でございます。９名を１０名に訂正をお願い

いたします。申し訳ございません。 

それでは、御報告をいたします。選考については、課題論文を課

し、校長・副校長選考は３３名、そして、教頭選考は６２名が受験

をいたしました。選考資料につきましては、先日、廣田委員に確認

を行っていただいております。ありがとうございました。 

本年度末に、県立学校校長・副校長２３名が退職予定です。それ

から、既に名簿登載されている人数も考慮して、最終的には、校長・

副校長の場合は、１４名程度を最終合格とする予定にしております。

教頭につきましては、校長・副校長の退職に伴う昇任と、そして、

教頭の退職等を合わせまして、２６名が教頭職から離れる予定でご

ざいますが、既に名簿登載されている人数を考慮して、こちらも  
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１４名程度を最終合格とする予定にしております。 

それでは、先ほど配付をいたしました、お手元の校長・副校長の

選考資料を御覧ください。まず、始めに、校長・副校長の方ですが、

この表の左側に年齢や性別、それから、経験年数等を記載しており

ます。そして、中央の左側には、直近３カ年の勤務実績の平均を、

そして、中央の右側には、課題論文の採点結果をあらわしておりま

す。そして、その右側に合計点数を記載しております。そして、こ

の合計点数の高い順に、受験者を並べております。 

今回の１次選考では、例年と同様に、最終合格予定者の１．８倍

の２５名を合格とすることとして、まず、ナンバー１番からナンバ

ー２５番までを合格として、そして、下に別選考で表があるかと思

いますが、こちらの方が、昨年度まで教育委員会等で教頭に準ずる

職にあった者等が４名ですが、こちらの方は、課題論文の結果のみ

の選考となります。そして、先ほどの２５番目までの志願者の課題

論文の成績等を参考にしまして、この４名とも合格とし、合計で  

２９名を１次合格といたしました。なお、この中で、女性の１次合

格者数は２名となっております。 

それでは、続きまして、教頭の選考資料を御覧ください。こちら

の表も、先ほどの表と同じように、左側に年齢や性別、それから、

経験年数等を記載しております。そして、中央左側には、直近３年

間の勤務実績の平均を、そして、中央右側には、課題論文の採点結

果を、そして、その右側に合計点数を記載し、その合計得点の高い

順に受験者を並べております。今回の１次選考では、例年と同様に、

４５名程度を１次合格とすることとして、まず、１ページ目のナン

バー１から、２ページのナンバー４５までを合格としております。

そして、さらに、２点差までの中に含まれるナンバー４６とナンバ

ー５０については、それぞれの専門高校における管理職候補として

２次試験で見てみたいと考え、合格としております。そして、２ペ

ージ目の下の、別選考ですが、こちらの方も、先ほどと同じように、

この主幹教諭２名は直近３年間における主幹教諭としての勤務評価

がないために、課題論文のみの選考となります。トータルで、先ほ

どと同じように４５番目までの志願者の課題論文の成績を参考にし

て、この２名も合格といたしまして、トータルで、合計４９名を１

次合格といたしました。この中で、女性の１次合格者数は７名とな

っております。 

この１次選考合格者については、今後、校長・副校長は来月１６

日から１８日、そして、教頭は、来月２１日から２４日にかけて、

２次選考として面接試験を行う予定にしております。以上、御報告
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いたします。 

 

（池松教育長） 

ただいまの報告について、御質問等ございませんか。 

 

（廣田委員） 

今、気づきましたが、この冊子に大学准教授と書いてありますが、

これは、大学の准教授の人が受けているということですか。 

 

（山﨑高校教育課人事管理監） 

大学に割愛で行く形がありますので、ここに出ております。 

 

（廣田委員） 

割愛というのは、何年間か准教授として、県から出向いたという

ことですか。 

 

（山﨑高校教育課人事管理監） 

はい。 

 

（廣田委員） 

今、身分上は、特別支援学校の先生ということになるんですか。 

 

（山﨑高校教育課人事管理監） 

おっしゃるとおりでございます。 

 

（廣田委員） 

はい、わかりました。 

 

（小松委員） 

先ほど、教頭欄の４６番と５０番のことが理解できなかったので、

もう一度お願いいたします。 

 

（山﨑高校教育課人事管理監） 

４６番と５０番の方ですが、教科のところを見ていただければと

思います。専門高校でも、その専門の管理職の方が必要になります

ので、今後の管理職の候補として、２次選考で見てみたいというこ

とで合格にしております。 
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（池松教育長） 

点数だけで機械的に見ると、そこで線を引いている４５番までな

んですが、専門高校のいわゆる管理職にするためには、その専門の

免許を持っている人がいいので、２次選考で人物を見た上で判断し

ようということで、ピックアップをしたということになります。 

ほかにございませんか。特にないようであれば、続いて、報告事

項（５）について、説明をお願いします。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

報告事項（５）「障害のある子どもの教育の在り方に関する検討

委員会からの報告書」について、御報告いたします。  

令和４年度から１０年間を計画期間とする第二期長崎県特別支援

教育推進基本計画の策定に向けて、昨年１１月に設置した障害のあ

る子どもの教育の在り方に関する検討委員会から、検討依頼事項に

ついての協議結果をまとめた報告書が昨日、１１月１０日に提出さ

れました。 

協議の経過等につきましては、資料に記載のとおりでございます。 

それでは、提出されました報告書の内容について、お配りいたし

ましたＡ４カラーの概要版の資料で御説明いたします。この報告書

は４つの検討依頼項目に沿って構成されております。その主なもの

について御説明いたします。 

第１章「特別支援学校の環境整備と教育の充実」につきましては、

「特別支援学校の環境整備」として、在籍児童生徒数の見込みや地

域の特性、児童生徒や保護者のニーズを考慮した教育環境の整備が

必要であること、「特別支援学校における教育の充実」として、 

ＩＣＴ機器の活用等による指導の充実、より高度な医療的ケアに対

する安全で安心できる教育環境整備、就労先の拡大や在宅勤務など

多様な働き方も視野に入れたキャリア教育について研究が必要であ

ること等が、今後の方向性として提言されています。 

第２章「幼稚園、小学校、中学校、高等学校等における特別支援

教育の充実」につきましては、「小学校、中学校、高等学校におけ

る特別支援教育の充実」として、「特別支援教育の視点を生かした

教育環境づくりや授業づくりの充実」や「個別の指導計画、個別の

教育支援計画の作成・活用および、各校種間の引継の在り方につい

ての明確化」、「特別支援教育コーディネーター等を中心とした校

内の支援体制の充実」、「特別支援学校のセンター的機能や医療、

福祉など外部の専門家との連携の強化」などが今後の方向性して提

言されております。 
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第３章「特別支援教育に携わる教職員の専門性の向上」につきま

しては、各校種における教職員の専門性の向上に向け、今後の方向

性として、「免許状取得の促進や、大学等と連携した教員志望者に

対する特別支援教育の理解を深めるための取組」、「各校種間の研

修交流人事の一層の充実や専門性の高い指導教諭の有効活用につい

ての検討」、「全ての教職員の専門性を高めるための研修の充実」

などが今後の方向性として提言されています。 

最後に第４章「関連する諸課題への対応」につきましては、「Ｉ

ＣＴの効果的な活用による特別支援教育の質の向上」、「医師・理

学療法士等外部専門家の活用、地域・福祉・保健等との連携」、「教

育と労働の連携」、「社会に開かれた特別支援教育を推進するため

の積極的な情報発信が必要であること」などが今後の方向性として

提言されています。 

以上が、提出された報告書の概要でございます。今後は、提出さ

れた報告書の内容を踏まえた上で、令和４年度以降の基本方針や施

策の方向性を示す、第二期長崎県特別支援教育推進基本計画の策定

に向け、検討をすすめてまいります。以上で報告を終わります。 

 

（池松教育長） 

ただいまの報告について、御質問等ございませんか。 

 

（廣田委員） 

 ４ページの、「在宅勤務なども視野に入れたキャリア教育につい

て研究を行う」ということですが、先日、東京の会社の方と話す機

会があり、その方はこのコロナ禍で週２回しか会社には行っておら

ず、８割方の職員は、全然会社に行っていないけど、会社が成り立

っている状況ということでした。コロナ後のことを考えてみても、

在宅勤務を視野に入れたキャリア教育というのは大事な視点だと思

います。これは特別支援学校に通う子どもたちを考えたときにどう

いうことを想定していますか。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

 近年、自宅を離れることが困難な障害がある方に対して、在宅勤

務による就労が選択肢の一つとなっております。これにつきまして

は特別支援学校代表の委員から、生徒の実態や進路希望に応じて、

在宅勤務による障害者雇用を募集している企業についての情報収集

や在宅勤務に求められる技能についての研究を行う必要があるので

はないかという提言がなされました。先進事例といたしましては、
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全国において取組が始まった段階と言っていいと思いますが、主に

肢体不自由のある方を対象として、ホームページの作成やデザイン

製作、システム開発、ＷＥＢパトロール、メールサポートの業務等、

パソコンやＩＣＴを活用した職務を行っています。本県におきまし

ては、過去５年間調査しましたが、現場実習を行った者が１名、就

職をした者が１名おりました。現場実習を行ったケースでは、県外

企業の協力のもと、現場実習を実施しております。実習の内容とい

たしましては、ビジネスマナーやワード文書の作成、文書送受信の

仕事を行っております。就職をしたケースにつきましては、県外の

企業で人材派遣会社となっておりますが、自宅で勤務をされており

ます。週５日、１日約６時間の勤務で、職務内容としては求人情報

をエクセルで一覧表にまとめる業務やその他エクセルで資料作成等

を行っております。このような在宅勤務を想定しておりますが、障

害のある方が在宅勤務をするためには、パソコンのスキルが必要で、

ワード、エクセルを含めて基本的な文書作成のスキルが要求されま

す。それから在宅で勤務を行うので、スケジュール管理の力や段取

りよく自分で仕事のやり方を考えたりする力、仕事と私生活のメリ

ハリをつける力など多様な力が必要となってまいります。そのよう

な力を育成するため、学校でどのようなキャリア教育に取り組めば

よいか研究していく必要があるのではないかと想定しているところ

です。 

 

（廣田委員） 

 研究と言っているレベルでは世の中の状況とは違うのではないか

と思います。障害の程度にもよると思いますが、実際にそういうこ

とを指導できる教員を養成していく必要があります。肢体不自由の

方であれば、そういうことができる方が結構いると思いますが、特

別支援学校の場合にも指導できる教員の割合は、一般の学校と変わ

らないのでしょうか。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

 特別支援学校におきましては、高等部で１人１台のｉＰａｄが就

学奨励費によって支給されておりまして、ＩＣＴ教育についての研

究を、平成２５年あたりから各学校で取り組んでまいりました。そ

の継続を受けながらｉＰａｄの活用などはかなり進んできていま

す。 
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（廣田委員） 

 私が思ったのは、研究という表現がどうかと思いました。感想で

す。 

 

（池松教育長） 

 これは検討委員会からいただいた報告書で、これを受けて教育委

員会でどう事業を組み立てていくかということになります。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

 提言を受けましたので、これを基に基本計画や実施計画を策定し

てまいります。そのときにどのような取組を進めていくか検討して

いきたいと考えております。 

 

（池松教育長） 

ほかにございませんか。 

これが第二期基本計画のベースになって１０年分の基本計画を作

り、実施計画で何年かごとに事業を組み立てていくということです

か。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

 今年度、１０年間の特別支援教育推進の基本となる第二期長崎県

特別支援教育推進基本計画の素案を作成いたします。令和３年度中

には、第二期の基本計画を完成させます。それと並行いたしまして、

第一次実施計画という具体的に取り組むべき事項を示したものを策

定いたしまして、令和４年度から実施していくということになりま

す。基本計画は１０年間の大きな方向性となり、それを具体的にど

う取り組むかということを２年から３年のスパンで実施計画を策定

して施策に計画的に取り組むこととしております。 

 

（池松教育長） 

ほかにございませんか。基本計画、実施計画を策定するときに各

委員の御意見を伺って計画を策定していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

特にないようであれば、続いて、報告事項（６）について、説明

をお願いします。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

冊子１、２０ページを御覧ください。令和元年度児童生徒の問題
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行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査の結果について、

今回は全国値と合わせて報告いたします。２４ページからの対策等

も前後しますが一緒に見ていただければと思います。 

まず、「１ 暴力行為」についてであります。暴力行為は全国で

は７万４，２３２件と昨年度と比べて５，３１５件増加しておりま

す。本県では、４３９件で昨年度と比べて３件増加しております。

全国では小学校での発生件数が増加しており、本県は中学校での増

加が顕著に見られるところです。今後の対策としましては、小学校

の早い段階から生徒指導の充実と生徒指導体制の確立を図るため、

小学校の生活指導主任を対象とした研修を実施すること、また、道

徳教育、各種教員研修の充実を図ってまいりたいと考えております。 

続いて２１ページ、「２ いじめ」についてです。（２）いじめ

の認知件数は全国では、５９万９，０６６件で昨年度と比べて６万

８，３２５件増加しております。本県では、２，６６８件で昨年度

と比べ５４５件減少しております。本県の認知件数の減少につきま

しては、これまでいじめ認知に対する学校差や地域差が見られたた

め、認知の条件について昨年度、時間をかけて改めて整理した結果

や、教員のいじめに関する意識の高まりが、児童生徒理解や学級経

営等にも反映されたことで、未然防止や早期対応につながったもの

と 考 え て お り ま す 。 解 消 率 に つ き ま し て は 、 全 国 が 

８３．２％、本県が９３．２％です。本県の解消率は昨年度より、

４．７％上がっております。 

 次に、２２ページの「３ 長期欠席」についてです。（２）の長

期欠席者数は、全国では、３０万４，４４８人で昨年度と比べ１万

２，７０７人増加しております。本県では、２，６１３人で昨年度

と比べ１８８人増加しております。全児童生徒数に対する割合は全

国が２．７％に対し、本県は２．０％であります。 

次に「４ 不登校」についてです。不登校児童生徒数は、全国で

は２１万３，１１６人で昨年度と比べ１万４，６４３人増加してお

ります。本県では、２，１６３人で昨年度と比べると２５０人増加

となっており、全校種において増加しております。全児童生徒に対

する不登校生徒数の割合は、全国値及び県の値ともに、昨年度と比

べそれぞれ０．２ポイントの増加となっています。不登校の要因は、

先ほどから出ておりますが、本人の問題や家庭の問題、友人をめぐ

る問題、学業の不振などが複雑に絡み合っていることが多く、改善

に時間を要するケースが多くあります。また「社会的自立」を目指

す文科省の考えや「休養も必要」だという社会の意識の変化も要因

の一つと考えられます。今後、不登校児童生徒支援の充実を図るた
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め、ＳＣ・ＳＳＷの派遣を含めた各市町の教育支援センターとの連

携による学校復帰支援や、新たな不登校児童生徒を生まないよう、

各市町教育委員会や各学校と一層の情報共有や連携を図りながら、

総合的な取組による支援に努めてまいりたいと考えております。 

 最後に、２３ページ「５ 中途退学者」についてであります。（２）

令和元年度の中途退学者数は、全国では、２万５，０３８人で昨年

度と比べると３，４７５人減少しております。本県では、２２４人

で昨年度と比べると１００人の減少でありました。今後も、児童生

徒の生徒指導上の諸問題や課題の解消に向けて、学校、家庭、地域

及び関係機関が連携し、子どもの心の安定を図る教育相談体制の充

実や、子どもが育つ環境の改善に向けた支援体制の整備等に向け、

継続して取り組んでいきたいと考えております。以上、報告とさせ

ていただきます。 

 

（池松教育長） 

ただいまの報告について、御質問等ございませんか。 

 

（浦川委員） 

 児童生徒支援課の御苦労はよくわかります。特に、家庭と地域の

機能が低下していく中で、学校は問題山積でいろいろと担っていま

す。教師本来の指導目的の専門職として、早く保障してやりたいと

思う中で、だからといって学校に担わせてばかりではいけないとい

うことが基本にあります。先ほどの成果指標の未達成のところの、

これからの取組や対応策を読んでみると、教職員の資質向上などこ

れからの対応としていろいろ書き込まれています。そうではなく、

これからの取組の最終目標値はあったとしても、これからの対策と

しては、もっと教育行政の人たちが目線を外にひらいていくという

ことがあります。福祉の中で要対協の制度が平成１８年からできた

はずなのに、何にも機能していない市町があります。校内体制はし

っかりやって情報は共有していますが、校長が校内暴力の低年齢化

で狂い出すほどに困って悩んで苦しんで担任もどうしようという中

でも、市町教育行政と福祉部の連携がほんとに取れていません。こ

れは言われて１０年近くなります。市町の話ですが、行政の仕事だ

ろうと言っても、それが結局は校長に戻ってしまいます。そこら辺

をどうにかしたいです。こういった問題は、制度として福祉や保健、

医療、警察の問題ですと高らかに言いたい。それには私たちの力や

努力も必要で、教育委員会からすると何やかんやと出るかもしれま

せんが、特にメディアの人たちが、これは学校が担うことではなく
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て、社会全体で各部署がデータを持っているわけだから、持ってい

ながらその仕組みが市町でうまく回っていなくて手が打たれていな

いというところを根本的に考えていく、そういう懇話会などに諮問

して、しっかりやっていただきたいと思っています。全国の問題で

どこも同じ事を抱えていますが、長崎県でこれだけの子どもたちが

苦しんでいます。例えば、一人で問題を抱え込まずに相談しようと

言いますが、どんなごみ屋敷の人でも、どんなに親がひどい人でも、

問題を抱えていると思っていないし、一人で抱え込んでいると思っ

ていないから、相談しなくていいわけです。その人たちには認識が

ないので本人が助けてとは言えないから、地域などで支えていくな

り社会制度を活用していくしかありません。国全体としてもそうで

すが、教育長、そこら辺が何か対策がほしいですね。問題を指摘し

て共有することしかできませんが、教員の質を向上させて、これを

改善させることばかりの指標を達成するための対策には入れて欲し

くないです。もっと幅広に行政全体の取組、市町との連携の取組の

中で改善するような見直しをしてほしいと思います。息の長い話で、

御苦労もよくわかりますが、幅広の視点で改善策の提案を続けてい

ただきたいと思います。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

 委員がおっしゃるとおりだと思います。関係機関との連携は大昔

から言われてきたことであって、それが果たして機能しているのか。

児童生徒支援課には、警察、福祉、小学校、中学校、高校籍の教員、

行政職がいます。この課が県の一つの核となって連携の輪をつない

でいこうという思いの中で各種事業を行っておりますし、市町教育

委員会との生徒指導の連携強化も重視して話をしているところで

す。長崎県は過去の経験を絶対に活かしながら学校教育の限界を自

覚して、専門機関との連携を強化していくことは今後も念頭におき

ながら取り組んでいきたいと考えております。 

 

（黒田委員） 

 地域の教育力がなくなったということもよく言われていますし、

逆に言えば、想定ですが地域と関わっている子どもたちも以外と少

ないのではないかと思います。地域のいろいろなイベントに参加し

たり、昔みたいに親御さんたちが他人の子どもも見たりすることに

は、目に見えない効果があると思います。地域の教育力を上げると

いう意味では、教育分野に社会経験を積んだ方々が社会の課題解決

のＮＰＯ法人みたいなものを地域で組織していく必要があると思い
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ます。ＰＴＡはそうでもありませんが、子ども会は徐々になくなっ

ています。そういう組織がなくなってきているので、それに代わる

組織、社会の先輩方を取り込んだ社会課題、教育課題の解決のため

のＮＰＯ法人を立ち上げてそれとコーディネーターも一緒にやって

いくような組織が必要ではないでしょうか。地域の教育力を上げる

ためには組織が必要ですよ。自治会に丸投げしてもうまくいきませ

ん。今、連絡協議会のようなものがありますか。その中で、具体的

な課題に対して目的を持って解決していくような地域のＮＰＯ法人

が必要だと思います。いろいろな課題が思い浮かびますが、社会的

な課題はＮＰＯ法人がしていかないと、公的な支援だけでは予算も

足りませんし大変です。自分たちの地域で自分たちの身近なところ

でやっていくためには、ＮＰＯ法人を立ち上げていく。ＮＰＯ法人

の責任といいますか、それも軽くしてやって取り組んでいくことが

必要ではないかと思います。 

 

（立木生涯学習課長） 

 今委員がおっしゃったＮＰＯ法人という形ではありませんが、平

成２９年の社会教育法の改正で位置づけられて国も推進しておりま

す地域学校協働活動という、地域と学校が共に支えあいながら、学

校も地域の力を借りますし、地域も学校を核とした地域づくりをす

るという理念のもとに地域学校協働本部を学校につくっていく動き

をしております。長崎県においても、複数の学校で一つの本部をつ

くっているところもありますが、令和元年度の数字で、小中学校 

１７５校に１７３の本部があり、全体の学校の約３５％につくられ

ております。県としましても、これを市町教育委員会と連携しなが

ら少しずつ増やしていこうと働きかけをしてきております。どこま

で包含するかですが、浦川委員がおっしゃった福祉まで入れていく

かは地域が抱える課題に応じて様々だと思います。そういった働き

かけの中で、今ここで話題になったことも加えながら私どもも進め

ていきたいと思っております。 

 

（黒田委員） 

 今後はぜひ地域の人たちの力を借りるという意味で、ＮＰＯ法人

を立ち上げられないかということは頭に入れて進めて下さい。社会

のために何かしたいという元気な方はたくさんいます。 

 

（小松委員） 

 暴力行為ですが数字を見てびっくりしたのは、毎日１件あってい
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議案（秘密会） 

報告（秘密会） 

 

るんですね。１年間の登校日と比較してみると、中学校は１件以上

になっているということですよね。不登校もクラスがどれくらいあ

るかで計算してみると、１クラスで複数名の方が不登校になってい

ますよね。全校児童生徒数に対する割合という表現もあるかと思い

ますが、もっと訴える方法としては、暴力行為が毎日行われていて、

不登校も各クラス複数名出てきているということで、とにかく先生

に任せるとか校長にお願いするというところはもう超えている感じ

がします。黒田委員が言われたように、何らか社会全体として専門

に扱っていくところを作っていかないと、学校の中だけではできな

い感じがいたします。不登校についても先ほど学校だけではなく、

家庭も社会も含めてみんなで対応していかなければならないと言い

ましたが、数字を見て視点を変えると大変なことだということがわ

かりますので、そういう表現の仕方をしてＰＲをすることも必要で

はないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（池松教育長） 

ほかにございませんか。 

ありがとうございました。報告事項（６）について今後の対応策

など様々な御意見がありました。例えば、県の不登校の合計 

２，１６３という数字がありますが、そこには２，１６３通りのい

ろいろな事情があると思いますし、学校は学校で児童生徒一人一人

にアプローチをしていると思いますが、時間的な限界や物理的な限

界もあると思います。それから浦川委員、黒田委員、小松委員から

も御指摘がありましたが、外部の力を遠慮なく借りるという学校側

の意識改革も必要だろうと思います。児童生徒支援課長が申し上げ

たとおり、長崎県では苦い経験がありますので、要対協を含めて外

部のいろいろな専門機関の人材の力を借りることについては、一定

意識を持っておられると思いますが、まずは学校でという意識がま

だまだあると思いますので、小中学校は特に市町教育委員会の対応

が中心になると思いますので、機会あるごとに今言われたような対

応策を市町教育委員会へ共有をしていきたいと思います。 

それでは御質問がないようですので、以上で報告事項を終了いた

します。次の議案審議から非公開で行いますので、報道関係者の方

は退室をお願いいたします。 

（別紙議事録） 

（別紙議事録） 

午後０時２６分、本日の会議を終了 


